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公園及び都市の緑化については，市民に親しまれる公園緑地の充実を図るととも
に，市電軌道敷や街路の緑化，市民との協働による花いっぱい運動等により，花と緑
が彩るまちづくりに取り組んでいる。
都市計画については，コンパクトな都市構造の実現に向け，立地適正化計画等によ

るきめ細かな土地利用の推進を図るほか，市街地再開発の促進や，土地区画整理事業
及び谷山地区連続立体交差事業等の推進により，機能性の高い都市空間の形成に取り
組んでいる。
住宅及び建築については，少子高齢化の進行等に伴う市民の多様なニーズに対応し

た住環境の形成を図るほか，ストックマネジメント事業等による施設の長寿命化や，
公共建築物における省エネルギーの推進に取り組んでいる。
道路，河川等については，幹線道路網の整備や交通需要に即した道路等の整備，橋

りょう等の長寿命化のほか，河川改修の促進や公共下水道（雨水路）の整備等に取り
組んでいる。

１ 公 園
敢 公園緑地整備と現況

本市の都市公園は6５５か所，総面積４６４．７７haで，市民一人当たりに換算すると７．７6
㎡となっている。
公園緑地は，市民に潤いと安らぎを与えるとともに，スポーツ・レクリエーション

活動，健康づくりや地域コミュニティ等の場，さらには災害避難地としての機能を担
うなど，重要な役割を果たすことから，全市的に調和のとれた配置と拡充に努めてい
る。また，多様化する公園緑地へのニーズに対応するため，既設公園の再整備を行う
とともに，市民との協働による公園づくりに取り組むこととしている。
主なものとして，これまでにかごしま健康の森公園や鹿児島ふれあいスポーツラン

ドをはじめ，郊外にあってハイキング等を楽しめる自然志向型公園の錦江湾公園，豊
かな緑を生かし，「ふるさと考古歴史館」を内包した慈眼寺公園，市街地中心部では
「緑と水と光」をテーマに明るく開放的なイメージを基調とした中央公園，「市民や
観光客のふれあい交流の場」としての共研公園，「にぎわいと多様な交流空間の場」
としての天文館公園，「市民，病院来訪者などが気楽に散策できる緑地」としての上
荒田の杜公園，「鹿児島駅周辺地域の交流とにぎわいの拠点」としての上町の杜公
園，都市近郊の豊かな緑や自然的・歴史的特性を生かした多賀山公園，さらに，小
野・伊敷地区には硬式野球のできる広場を備えた小野公園，吉野地区には寺山ふれあ
い公園，桜島地区には古里公園を整備している。
柑 かごしま健康の森公園

市制１００周年の記念事業の一つで，市民の健康づくりの拠点として犬迫町の丘陵地
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に設置され，スポーツやレクリエーション，遠足・園外保育等，また，地域の交流の
場として，開設以来多くの市民の方々に広く利用されている。

開設年月日 平成４年４月１日
位 置 犬迫町８２５
面 積 ３３６，632㎡
利 用 時 間 午前８時３０分～午後９時

（ただし，プールについては，午前８時３０分～午後８時まで）
休 業 日 １２月３０日～１月２日

（ただし，プールは火曜日（休日のときは翌平日）も休み）
駐 車 場 約１，２００台
主 要 施 設 記念広場（噴水・カナール・カスケード）

多目的広場・ファミリー広場（芝生広場，パターゴルフコース）
わんぱく広場
桜広場（展望台）
運動広場（サッカー，ラグビー）
テニスコート（砂入人工芝７面）
プール（温水プール，温泉プール，ウォータースライダー）
体育館（バドミントン，卓球，バレーボール，バスケットボール）
相撲場（１面）
自然観察園，こもれびの散歩道，四季の花園
ジョギングコース

桓 鹿児島ふれあいスポーツランド

スポーツやレクリエーション活動を通じて，気軽に心身のリフレッシュや健康づく
り，交流活動などを楽しめる総合公園として，平成１６年に市の施設が，平成２６年には
県立サッカー・ラグビー場が開設し，多くの市民の方々に広く利用されている。

位 置 中山町５９１-１
利 用 時 間 午前８時３０分～午後９時

（ただし，プールについては，午前８時３０分～午後８時。屋内運動
場については，午前９時～午後９時）

休 業 日 １２月３０日～１月２日
（ただし，プール，トレーニング室は水曜日（休日のときは翌平
日）も休み）

○ ふれあいスポーツゾーン（平成１６年１０月１６日開設）
面 積 ３９９，６００㎡
駐 車 場 約９００台
主 要 施 設 屋内プール（２５ｍプール，ウォータースライダー，歩行浴，温泉保

養コーナーなど），屋内運動場（グラウンドゴルフ，テニス，フッ
トサルなどのできる屋内運動場），トレーニング室（各種トレーニ
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ングマシーンを備えたトレーニングスタジオ），ＥＸスタジオ（ダ
ンスやエアロビクスなどができるフローリングスタジオ），運動広
場（芝生広場，クレイ広場），ふれあい広場・花の広場（交流や休
息ができる芝生広場，四季の花木などを楽しめる広場），林間ス
ポーツ広場（グラウンド・ゴルフが楽しめる広場），ピクニックの
丘（ピクニックや散策，休息が楽しめる広場），渓流の散歩道・親
水広場（自然の魅力を楽しむ散歩道，水に触れ合える池のある広場）

○ 鹿児島県立サッカー・ラグビー場（平成２６年２月１日開設）
面 積 １０５，０００㎡
駐 車 場 約５００台
主 要 施 設 メイングラウンド（天然芝１面），サブグラウンド（天然芝１面・

人工芝１面），多目的広場（練習用フィールド），クラブハウス（受
付・事務所・審判室・交流スペース・シャワー更衣室・保健室）

棺 都市公園の現況 （平成2９．４．１現在）

※人口は平成２９年３月１日現在の推計人口
２ 緑化事業
敢 都市緑化

緑につつまれた潤い豊かな空間を創出し，四季の表情豊かな花と緑の街づくりを推進
する。
① 公園の緑化

緑の拠点として緑化を進めるとともに，多様な公園の整備にあわせ，それぞれの
特徴を生かした緑の質の向上を図る。
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開 設 公 園
公 園 種 別 計都市計画外公園都市計画公園

面積（ｈａ）箇 所面積（ｈａ）箇 所面積（ｈａ）箇 所
92．９３５８４６３．９４４６２２８．９９１２２街 区 公 園
６０．５４３６３５．０５２１２５．４９１５近 隣 公 園
３３．７４７１４．１３３１９．６１４地 区 公 園
１３０．２２４１３０．２２４総 合 公 園
４３．１５１４３．１５１運 動 公 園
３８．１０３１．００１３７．１０２風 致 公 園

特
殊
公
園

２９．３４１２９．３４１動 物 公 園
１０．９０２１０．９０２墓 園
１．８４２１．８４２歴 史 公 園
１５．７０３０．９０２１４．８０１緑 道
6．８７１０６．０７９０．８０１都 市 緑 地
１．４４２１．４４２緩 衝 緑 地
46４.７７６５５１２４．３７５０２３４０．４０１５３合 計

４，６４７，７0０釈÷５９８，７１４人＝７．７6釈１人当たり面積



② 街路の緑化

幹線道路等を中心に，地域の特徴を生かした個性ある植栽を行うとともに，樹木
の自然な生長を生かしながら，緑豊かで花に満ちたネットワークの形成とその充実
を図る。
街路樹の状況 （平成２９．４．１現在）

街路樹の樹種別本数（高木） （平成２９．４．１現在）

（低木）

③ 市電軌道敷の緑化

ヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上を図るため，芝生による市電軌道
敷の緑化の改良・維持管理を行い，潤いと安らぎのある都市空間を創出する。

柑 花と緑のまちづくり

① 花壇等の維持管理

四季を通じて花に囲まれた街づくりを推進するため，花壇の維持管理を行う。
② 花いっぱい運動の推進

生活環境の整備，美化のため，町内会，通り会，その他の市民団体が行う活動に
対し，花苗の配布や技術指導等を行う。
③ 公共施設の屋上・壁面緑化

整備実績（直近５か年）
平成２４年度 みなと大通り別館（壁面）
平成２５年度 みなと大通り別館（壁面）
平成２６年度 みなと大通り別館（壁面）・市立病院（屋上・壁面）・

交通局局舎（壁面）・西別館（屋上）
平成27年度 みなと大通り別館 駐車場（壁面）
平成2８年度 みなと大通り別館 駐車場（壁面）
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計その他タイワン
フ ウヤマモモサクラクロガネ

モ チクスノキ樹 種

２０，1378，868667670１，613２，９36５，383本 数

１００４4．1３．3３．3８．0１４．6２６．7割 合 （％）

市 道管 理 者 別
８３６，６３７本 数

計その他シャリン
バ イ

ヒ ノ デ
キリシマサツキカンツバキヒラド

ツツジ樹 種

８１6，500１４２，８９９４７，７８１５７，７２５８8，056９６，860３８3，179本 数

１００１７．５５．８７．１１０．８１１．９４６．９割 合 （％）



桓 緑化の普及啓発

① 街路樹愛護

「自分たちの緑は自分たちの手で」をモットーに自主的な歩道緑地の管理の普及
を図るとともに，住みよい快適環境づくりをめざす。

歩道緑地帯管理団体（平成２９．４．１現在 １９９団体，奨励金 １団体につき１２，０００円）
② グリーンバンク

撤去等が予定されている樹木等の寄付を受け，これを公園等に植栽し，市民の生
活環境の向上と緑化の推進を図る。
③ 花と緑のふれあい

ア 花と緑の相談員の設置 イ ふれあい園芸教室の開催（年２回）
ウ 錦江湾公園はなまつりの開催

④ 民間施設の屋上・壁面緑化の促進

鹿児島市民間建築物屋上・壁面緑化助成事業（市単独事業 平成１８年度から実施）
目 的 ヒートアイランド現象を緩和するとともに，潤いのある空間を創出し，

緑の街並みづくりを促進する。
内 容 市街化区域内の建築物所有者が行う屋上や壁面の緑化に対し助成する。
実 績 平成２８年度 屋上緑化 ２件

３ 都市計画概況
都市計画の基本は，都市の健全な発展と秩序ある整備を図り，公共の福祉に寄与す

ることである。
本市は平成１６年１１月の合併に伴い，５つの都市計画区域が存在している。
土地利用の適切な誘導と均衡ある発展を図るために，「市街化区域」及び「市街化

調整区域」の区域区分並びに用途地域の指定をはじめ，道路・公園・緑地・下水道等
の都市施設を都市計画に定め，整備を逐次進めている。
敢 土地利用計画（平成２９．４．１現在）

① 都市計画区域

② 市街化区域及び市街化調整区域

－２８１－
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備 考決定告示合 計郡 山松 元喜 入吉 田鹿児島

当初決定
昭４６．２．１２

平成２６．１０．１４
（変更決定）

８，４０５ｈａ
（２１．８％）－－－－８，４０５ｈａ

（２１．８％）市街化区域
２０，616ｈａ
（５３．６％）－－－－２０，616ｈａ

（５３．６％）市街化調整区域

合 計郡 山松 元喜 入吉 田鹿児島
３８，４８7ｈａ２，７４０ｈａ３，１７１ｈａ２，９０５ｈａ６５０ｈａ２９，０21ｈａ都市計画区域



③ 用途地域

備考）防火地域１２３ｈａ，準防火地域７６３ｈａ，風致地区１，０39ｈａ，臨港地区２５５．８ｈａ，特別用途地区７８５．３ｈａ
駐車場整備地区５８０ｈａ，流通業務地区６１ｈａ，高度地区２５ｈａ，高度利用地区４．２ｈａ，地区計画（２７地区，約50４．３５ｈａ）

柑 都市計画道路整備状況（平成２９．３．３１現在）
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備考割合
（％）

合 計郡 山松 元喜 入吉 田鹿児島
用途地域

面積（ha）面積（ha）面積（ha）面積（ha）面積（ha）面積（ha）

４５．８約４，０２７約 １０約 ２９－約 ４４約３，９４４第一種低層住居専用地域

１．６約 １４２－－－－約 １４２第二種低層住居専用地域

４．６約４０８．５約 ５９約 １３９－約 １．５約 ２０９第一種中高層住居専用地域

９．５約８４３．２－約 ８．７－約 ９．５約 ８２５第二種中高層住居専用地域

１０．４約 ９１９約 １８約 ５４－－約 ８４７第 一 種 住 居 地 域

１．１約 １０１－－－－約 １０１第 二 種 住 居 地 域

２．４約２１５．６約 ７．６約 １５－－約 １９３準 住 居 地 域

３．４約３０４．２約 ３．２約 １１－－約 ２９０近 隣 商 業 地 域

５．７約 ５０６－－－－約 ５０６商 業 地 域

６．２約５４８．３約 ５．３約 １４－－約 ５２９準 工 業 地 域

２．７約 ２３７－－－－約 ２３７工 業 地 域

６．６約 ５８２－－－－約 ５８２工 業 専 用 地 域

１００．０約８，８３３約 １０３約 ２７０－約 ５５約８，４０５合 計

・鹿児島
平成２６．１０．１４
当初決定

昭和４８．６．１８

・吉田
平成２１．８．１１

・松元
平成１６．４．１
当初決定

平成９．１．３１

・郡山
平成１６．９．１
当初決定

平成４．９．１

進捗率
（％）合 計市 道

県 道
国 道道路種別

区 分 小 計一般地方道主要地方道

237.353150.05351.15023.31027.84036.150延長（㎞）
計 画 決 定

鹿児島都市計画区域
452.847254.358117.69752.88264.81580.792面積（ｈａ）

85%201.990132.83042.85018.88023.97026.310延長（㎞）
改 良 済

88%397.103228.113106.09749.34656.75162.893面積（ｈａ）

218.763144.53344.23017.96026.27030.000延長（㎞）
計 画 決 定

うち市街化
区域

420.078246.561105.15844.08861.07068.360面積（ｈａ）

89%194.570131.21039.37015.96023.41023.990延長（㎞）
改 良 済

90%378.375225.55996.41940.88855.53156.397面積（ｈａ）

6.3701.4903.3600.0003.3601.520延長（㎞）
計 画 決 定

郡山都市計画区域
10.1291.9375.1520.0005.1523.040面積（ｈａ）

51%3.2800.8201.7900.0001.7900.670延長（㎞）
改 良 済

53%5.3291.0662.9230.0002.9231.340面積（ｈａ）

（ ）

（ ）

（ ）



４ 港 湾
敢 鹿児島港の現状

港湾管理者 鹿児島県
明治４０年１０月 「重要港湾」（旧法）に指定
大正８年７月１１日 「開港」勅令３３３号。長崎税関鹿児島支署設置
大正１１年４月８日 「甲種港湾」に指定
昭和２６年１月１９日 「重要港湾」（現法）に指定 政令第４号

鹿児島港は鹿児島市の海の玄関口であり，穀物及び飼料を中心とする貿易や県内外
の物流の拠点である。
港は南北20㎞ にわたり，桜島フェリー，種子・屋久航路，三島・十島航路等の発

着場となっている「本港区」，奄美・沖縄航路等の発着場となっている「新港区」，大
隅方面へのフェリーの発着場となっている「鴨池港区」， LPG・金属くず等を取り扱
う「中央港区」，臨海工業用地から発生する貨物や背後地域の船舶輸送需要に対応す
る「谷山一区」・「谷山二区」，ヨット・プレジャーボート・漁船等の基地として利
用されている「浜平川港区」からなっている。
鹿児島港は，これまで，重要港湾として国及び港湾管理者である県により港湾機能

の高度化，離島航路の集約化，背後地域の振興を図るための都市再開発用地の確保等
を主な目的として整備が行われてきた。
しかしながら，国際化・都市化・情報化の進展等，社会経済情勢の変化に伴い，

ウォーターフロントの魅力を生かした街づくり，海洋性レクリエーション基地の整
備，人・物・情報の行き交う交流拠点の形成などが，新たな課題となってきた。そこ
で，これらの課題に対応するため，平成５年６月に目標年次を概ね平成17年として港
湾計画が改訂された。
近年では，中央港区の「マリンポートかごしま」や鹿児島港の湾岸を南北に走る臨

港道路等の整備が進められてきており，このうち国際交流の拠点等として平成11年12
月に着工された「マリンポートかごしま」については，大型観光船が接岸できる岸壁
や緑地空間の整備が進められ，１期１工区については平成19年９月に，１期２工区に
ついては平成28年７月に供用開始された。
このほか，海洋性レクリエーション需要の増大に対応したマリーナ等の整備が計画

されている。
柑 ウォーターフロントの開発

本港区のウォーターフロント開発については，昭和６３年度から平成元年度にかけて
「鹿児島港ポートルネッサンス２１計画調査」を，また，平成２年度には，本港区の景
観の高質化を図るための方策を検討するため「本港区景観形成調査」を実施した。こ
れらの調査結果等を踏まえて，県などにより順次施設整備が進められ，北ふ頭旅客
ターミナル，貨物上屋，ボードウォークなどは平成５年１２月に，桜島フェリーターミ

－２８３－

建

設
（
４
港

湾
）



ナルは平成１０年４月に，南ふ頭は平成１４年９月に，高速船ターミナルは平成１９年４月
にそれぞれ供用が開始された。
水族館については，市が事業主体となって，平成３年度に基本構想を策定し，平成

４年度に基本設計，平成５年度に実施設計，平成６年度から建設に着手，平成９年５
月にオープンした。
一方，商業施設等については，平成３年度に県・市・商工会議所で構成する「鹿児

島港ポートルネッサンス２１事業推進協議会」を設立して，各種調査等を行い，平成６
年度末に，その後の社会経済情勢の変化に柔軟に対応した開発のマスタープランとし
て「鹿児島港本港区ウォーターフロント開発基本計画」を策定した。この基本計画で
は，「躍動と南のロマンあふれるみなと鹿児島の創造」を開発コンセプトとして，鹿
児島の自然や歴史を生かしながら，生活者や観光客が憩い，楽しめる空間づくりを目
指している。この基本計画のもと，本港区Ａ街区において事業用定期借地方式による
暫定開発により商業施設を導入することとし，平成１７年４月に「ドルフィンポート」
がオープンした。また，平成１２年３月にはＮＨＫが進出を決定し，平成１８年１０月に業
務を開始した。こうしたことから，当協議会は，本港区のまちづくりに一定の役割を
果たし，所期の目的を達成したとして，平成25年３月に解散した。

桓 鹿児島港船舶旅客状況 （資料：港湾調査 年報 単位：人）

棺 鹿児島港輸移出入状況 （資料：港湾調査 年報 単位：トン）

款 鹿児島港入港船舶トン数階級別表（平成２７年実績）（資料：港湾調査 年報）
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2７ 年26 年２５ 年２４ 年２３ 年
5，719，329６，141，774６，２５７，７1３６，２７３，２９７６，２５３，７８３船 舶 乗 降 人 員

２７ 年２6 年２５ 年２４ 年２３ 年
％数 量％数 量％数 量％数 量％数 量
46．515，408，797４６．4１７，430，003４６．２１７，８５０，８４６４６．０１７，４３１，１６０４６．７１７，８９３，９８５移 出内

国
貿
易

53．517，728，699５３．6２０，133，788５３．８２０，７６３，６５３５４．０２０，４４８，６８０５３．３２０，４５５，８１４移 入
10033，137，496１００．０37，563，791１００．０３８，６１４，４９９１００．０３７，８７９，８４０１００．０３８，３４９，７９９計
1．015，026０．４４，711０．４４，６６００．７１０，８４７０．００輸 出外

国
貿
易

99．01，550，591９９．６１，153，781９９．６１，２０８，３３６９９．３１，５０９，９８７１００．０１，４４７，９３９輸 入
１００．０1，565，617１００．０１，158，492１００．０１，２１２，９９６１００．０１，５２０，８３４１００．０１，４４７，９３９計

平成
２６年
実績

前年
対比
（％）

計
５～

５００

５００～

１，０００

１，０００～

３，０００

３，０００～

６，０００

６，０００～

１０，０００

１０，０００～

３０，０００
３０，０００
以上

総トン

区 分

１５６２０３．２％３１７０１５９２２４１１２９２隻 数外
航 ４，３１０，５６５１７４．０％７，４９８，５６８０１３，６２１２１７，４０７８，７９０３１，２６８１，３７７，１３５５，８５０，３４７トン数

５２，２２２９２．６％４８，３５２７，０３０１０，９６８２９，００２９９５２７３７８６隻 数内
航 ６２，２２８，３９８９４．８％５９，００６，７７３１，３１７，９４６９，３５３，６５７４０，５６３，３０８４，４１０，１１０２，０６８，２７３９０８，７９２３８４，６８７トン数

５２，３７８９２．９％４８，６６９７，０３０１０，９８３２９，０９４９９７２７７１９０９８隻 数
計

６６，５３８，９６３９９．９％６６，５０５，３４１１，３１７，９４６９，３６７，２７８４０，７８０，７１５４，４１８，９００２，０９９，５４１２，２８５，９２７６，２３５，０３４トン数



５ 都市景観
敢 概 要

良好な景観は，国民共通の財産であり，将来にわたり国民がその恵沢を享受できる
ように守り，創り，育てていかなければならない。
本市は，波静かな錦江湾や雄大な桜島などの自然が広がる，世界に誇れる美しい景

観に恵まれている。また，それぞれの地域には，鹿児島の風土・文化に育まれ，市民
が愛着と誇りを持っている身近な景観もある。
このような良好な景観が地域社会の共通の財産であることを再認識し，市民，事業

者，行政が一体となって景観に配慮したまちづくりを進めていくために，景観法に基
づく景観計画及び景観条例による施策等を実施している。
柑 景観形成の目標

・個性ある骨格景観の形成により，鹿児島らしさを創りあげる。
・地域のまちづくり計画等と連携し，地域の魅力を引き出す景観形成を推進する。
・地域の景観資源を活用し，景観の魅力の向上を図る。
・市民，事業者，行政が協働してみんなが誇れる景観形成を進める。

桓 景観計画の概要

・鹿児島市景観計画
告 示 平成１９年１２月２５日
施 行 平成２０年６月１日
内 容 城山展望台から錦江湾・桜島への眺望確保，建築物等の色彩基準の導

入，景観形成重点地区指定の仕組みづくりなど
・八重の棚田地区景観計画
告 示 平成２５年６月２７日
施 行 平成２５年１０月１日
内 容 山並みの豊かな緑に囲まれた棚田と市街地・桜島への眺望を一体とし

て保全する景観づくりを進めるための基準など
・磯地区景観計画
告 示 平成２５年１２月２０日
施 行 平成２６年４月１日
内 容 顕著な歴史的価値のある建造物と周辺の美しい自然，桜島等への眺望

を一体的に保全し活用した景観づくりを進めるための基準など
・南洲門前通り地区景観計画
告 示 平成２８年１２月２６日
施 行 平成２９年４月１日
内 容 かごしま発祥の地・上町の歴史的雰囲気を大事にした風格とまとまり

のある景観づくりを進めるための基準など
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棺 景観条例の概要

公 布 平成１９年１２月２５日
施 行 平成２０年６月１日
内 容 視点場の導入，景観づくり団体の要件，景観アドバイザーの導入，景

観審議会の設置など
款 実 績

景観に関する届出等件数 （単位：件）

歓 屋外広告物許可申請件数 （単位：件）

汗 屋外広告物施設設置状況 （平成２９．４．１現在 単位：基）

６ 住居表示
本市では，昭和３７年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき，昭和３８年から

住居表示を実施している。
計画面積は，当初の計画３４．４錫から昭和４８年３月に３８．８８５錫，昭和６０年１１月に６９．３０１

錫，平成３年２月に７５．０７６錫，平成５年１１月に８４．００４錫，平成１７年１０月に８６．５６０錫，平
成27年10月に８６．045錫と推移しており，平成２８年度までの進捗率は８7．８％である。

７ 開発許可事務
敢 概 要

本市域内で主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変
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２８２7２６２５２４年 度区 分

１４２１71１５７１６６２３０景観法１６条１項に基づく届出

1６12２５５９景観法１６条２項に基づく届出

３５45５３６０６２景観法１６条５項に基づく通知

１９３228２３５２３１３０１合計

平 成２８年 度
1６５屋 外 広 告 物 許 可 申 請（新 規）
６８２〃 （更 新）
２０３〃 （変 更）
70３〃 （はり紙）

１，７５３合 計

75公 共 掲 示 板

進捗率（面積％）面積（錫）年 度

８7．８７5．５５３２８ 年 度 ま で

１0．４９２２9 年 度 以 降



更，すなわち開発行為を行う場合や，市街化調整区域内で建築物を建築する場合は，
都市計画法に基づく市長の許可が必要となる。
市街化調整区域内における許可については，平成１６年１１月１日に「鹿児島市市街化

調整区域における住宅建築等に関する条例」を施行し，許可を行っている。
平成１６年７月２２日には，宅地造成工事規制区域の見直しを行い，宅地造成等規制法

に基づく許可の範囲を拡大した。
また，平成１９年１０月１日には，「鹿児島市宅地開発に関する条例」を施行し，宅地

開発許可制度の適正な運用と透明性の確保を図るとともに，合併前の５町地域に宅地
造成工事規制区域を拡大し，宅地造成等規制法に基づく許可を行っている。
平成１８年５月３１日の都市計画法の改正（平成１９年１１月３０日施行）により，市街化調

整区域内での大規模開発ができなくなり，それまで開発許可や建築許可が不要であっ
た社会福祉施設，医療施設，学校，庁舎等の公共公益施設についても許可が必要と
なった。
柑 実 績

開発許可等件数 ※変更許可は含まない （単位：件）

８ 市街地再開発
本市の市街地再開発は，昭和３７年に柿本寺，御着屋，天神馬場，納屋の４地区が，

昭和４３年に中町地区が「防災建築街区造成法」（昭和３６年６月施行）に基づく防災建
築街区として指定され，中町，天神馬場を除く各街区に防災建築物（延べ建築面積
１４，８６０㎡，総事業費６２３，９８３千円）が建築されたことに始まる。
その後，同法に代わり昭和４４年６月に「都市再開発法」が施行され，以後この法に

基づいて事業が行われることになった。
このような中，昭和４６年度に納屋中町地区において現況調査を実施，翌年度には市

街地再開発事業の準備組合が結成されたが，経済状況等の変化を理由に事業化の中止
に至った。
その後，都心一点集中型の都市構造を改善し，市全体として調和のとれたまちづく

りを進めるため，市街地再開発事業による都市機能の適正な配置と高次化を図り，ゆ
とりと潤いのある都市空間の創出，個性や文化性を備えた安全性の高いまちの形成を
目指している。
（鹿児島中央駅地区）

鹿児島中央駅（旧西鹿児島駅）地区の活性化を図るとともに，新たなにぎわいとゆ
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2８27２６２５２４年 度区 分

1１６124７７７３６４都市計画法第２９条開発許可

２１６261１９２２２５１９５都市計画法第４３条建築許可

１４27１７２８１６宅地造成等規制法第８条許可



とりのある都市空間を創造するため，昭和６０年３月「西鹿児島駅地区総合整備構想」
を策定した。西鹿児島駅東口地区（１２．３ｈａ）においては，昭和５８年度に市街地再開
発事業基本計画を策定し，当地区内の中央町１０番街区では，昭和６１年１月に準備組合
が設立され，昭和６３年９月には高度利用地区，同年１０月には第一種市街地再開発事業
の都市計画決定がなされ，平成元年６月には，市街地再開発組合の設立の認可を受け
た。その後，平成９年１１月に施設建築物工事に着手，平成１１年５月に工事が完了し，
同年６月に店舗等の施設がオープンした。（総事業費約１１，７７７百万円）
また，１０番街区に隣接する中央町６番街区の一部においては，駐車場を主体とした

市街地再開発事業の気運が高まり，昭和６３年１２月に関係権利者による再開発協議会が
設立され，平成９年１２月に高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市計画決定
がなされ，平成１０年３月には市街地再開発事業の個人施行の認可を受けた。同年７月
に施設建築物工事に着手，平成１１年５月に工事が完了し，同年６月に供用を開始し
た。（総事業費約３，０２３百万円）
一番街を中心とする南部地区においても，平成２年４月，準備組合が設立された

が，経済状況等の大きな変化から事業の進捗が図られず，平成７年７月，準備組合は
事業計画の抜本的見直しにより解散することとなった。平成８年１０月には新たに「西
駅南部地区リニューアル協議会」が設立され，今後のまちづくりの検討を行ってい
る。なかでも中央町２２番街区・２３番街区においては，平成１７年４月にそれぞれの街区
で準備組合が設立され，平成１８年１月には高度利用地区及び第一種市街地再開発事業
の都市計画決定がなされた。その後，２３番街区では同年１０月に市街地再開発組合が設
立され，平成１９年９月に権利変換計画の認可を受け，平成２０年７月に施設建築物工事
に着手，平成２２年８月に工事が完了し，同年９月に「アエールタワー」がオープンし
た。また，２２番街区では，平成１９年６月に施行区域を街区全体とするための都市計画
変更が行われ，平成２０年１月に市街地再開発組合が設立され，同年１２月に権利変換計
画の認可を受けた。平成２１年４月に施設建築物工事に着手，平成２２年２月に工事が完
了し，同年３月に「アエールプラザ」がオープンした。（総事業費約４，830百万円）
さらに，中央町１９番街区・２０番街区においても，再開発の気運が高まり，平成２４年

７月に準備組合が設立され，平成27年１１月に，市街地再開発事業に係る都市計画決定
がなされた。平成２８年１２月に市街地再開発組合が設立され，再開発ビルの実施設計，
権利変換計画の作成に取り組んでいる。
平成2９年度は，権利変換計画認可後，地元が行う再開発ビルの本体工事などに対す

る助成を予定している。（平成2９年度予算２４４,０３７千円）
また，鹿児島中央駅周辺においては，東口地区と西口地区が連携し，まちなかのに

ぎわいと回遊性のさらなる向上を図るため，平成23・24年度に地元商業者等による
ワークショップを開催し，まちづくりの指針となる「鹿児島中央駅周辺一体的まちづ
くりガイドライン」を策定した。
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平成25年度からは，ガイドラインに基づく具体的取組とその実行組織の構築の向上
のため，その担い手に対し活動を支援しており，平成27年度から，中央駅周辺におい
て来街者等への案内活動に取り組んでいる。
平成29年度からは，中央駅周辺の既存の３組織が連携する「鹿児島中央駅周辺まち

づくり推進協議会」の活動等の支援を予定している。
（天文館地区）

厚生市場を中心として，小売市場近代化事業の取組がなされていた西千石町１３番街
区では，平成８年度に市による推進計画調査を行い，平成９年１２月に準備組合が設立
された。その後，平成１２年３月に高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市計
画決定がなされ，平成１３年１月には市街地再開発組合の設立の認可を受け，平成１４年
４月に施設建築物工事に着手，平成１５年８月に工事が完了し，同年９月に店舗，住宅
等の施設がオープンした。（総事業費約４，３３８百万円）
また，千日町１番街区・４番街区において，平成25年度に市による基本計画調査，平

成26年度に推進計画調査を行い，平成28年３月には準備組合が設立され，同年８月に
は，市街地再開発事業に係る都市計画決定がなされた。平成２９年度は，事業計画認可
後に地元が行う再開発ビルの実施設計，権利変換計画の作成等に対する助成を予定し
ている。 （平成2９年度予算２５７,７４６千円）
（鹿児島本港背後地区，鹿児島駅周辺地区）

鹿児島本港背後地区では，本港区再開発と一体となって，海や港を生かしたまちづ
くりを進めるため，昭和６１年５月「鹿児島本港背後地区総合整備構想」を策定した。
昭和６２年には，当地区活性化のさきがけの事業として，農協連跡地の再開発を民間

活力を導入して実施するための提案協議を行い，昭和６３年１２月に鹿児島アーバンポー
ト２１の建設工事に着手した。平成２年７月に住宅館が完成し，入居開始，同年１０月に
は市場館が，平成５年４月にはグルメ・スポーツ・ホテル館がそれぞれオープンした。
さらに，再開発の気運が高まった小川町２１番街区においては，平成元年８月に準備

組合が設立された。平成４年４月に高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市
計画決定がなされ，同年１０月には市街地再開発組合の設立の認可を受けた。その後，
平成６年８月に施設建築物工事に着手，平成８年１月に工事が完了し，同年２月に店
舗，住宅等の施設がオープンした。（総事業費約３，７２６百万円）
鹿児島駅周辺地区では，陸の玄関としての旅客駅の中心機能が鹿児島中央駅に移

り，また，市街地も南へ進展するなど，地域活力の低下が見られる。そこで，駅周辺
に広がる旧国鉄用地を活用するなかで，ゆとりと潤いのある都市環境を整備するとと
もに，隣接する鹿児島港本港区とも関連付けた交通結節機能を充実させ，本市の新た
な都市拠点の形成を図ることとしている。
平成１５年度に，地区のまちづくりに活用するため，大規模空閑地となっていた旧国

鉄用地（約３ｈａ）を取得し，その後，基盤整備の事業化に向けて具体的な調査検討
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を進めていた。しかし，平成２１年２月に県から「連続立体交差事業と土地区画整理事
業の両事業の実現は現状では困難」との見解が示されたことから，連続立体交差事業
を前提としない「鹿児島駅周辺整備の方針」を作成した。
駅周辺整備について，これまで，関係機関等との協議を重ねるとともに，旧国鉄用

地である浜町１番５を先行して活用するため，平成２３年度は，導入機能やゾーニング
など土地利用の一定の方向性を示した「鹿児島駅周辺土地利用の基本的な考え方」を
取りまとめ，平成２４年度は，基本的な考え方を基に，土地利用のより具体的で，実現
性を持った方針となる「鹿児島駅周辺土地利用基本計画」を策定した。また，平成２５
年度は，各ゾーンに整備する施設の規模，配置等の検討等を行い，「鹿児島駅周辺土
地利用施設基本計画」を策定し，平成２６年度は，基本設計・実施設計等を行うととも
に，施設の活用推進を図るため，地域住民等によるワークショップを開催した。
平成27年度は，駅周辺整備に係る都市計画決定に向けた取組や東側駅前広場等の基

本設計及び関係機関との協議などを行うとともに，浜町１番５において，イベント広場
や駐車場からなる「上町ふれあい広場」や緑豊かな「上町の杜公園」の整備工事に着
手し，平成26年度に引き続き開催したワークショップなどの意見を踏まえ，広場の活
用推進方策や運用ルールなどを盛り込んだ「鹿児島市上町ふれあい広場活用推進計
画」を策定した。
平成28年度は，駅前広場・自由通路の都市計画決定を平成２９年２月に行うととも

に，市道上本町磯線の整備工事に着手したほか，平成２８年10月から上町ふれあい広場
等の供用を開始した。平成２９年度は，駅前広場・自由通路の詳細設計及び事業許可，
市道上本町磯線の用地取得などを行うこととしている。
また，鹿児島駅周辺が面的広がりのある都市拠点となるには，周辺に隣接する磯・

多賀山，上町，本港区などが有する豊富な歴史・文化等の資源と都市機能が融合し，
総合的な魅力を発揮していくことが求められることから，平成１９年度に地域資源の有
効活用と地域活性化をめざし，地域住民等によるワークショップを立ち上げ，平成２１
年度には住民と行政等との共通のまちづくり指針となる「まちづくりガイドライン」
を策定した。平成２２年度からは，ガイドラインを基にした地域住民主体のまちづくり
活動への支援を行っている。（平成2９年度予算４１１,２５２千円）

９ 本市施行の土地区画整理事業 （土地区画整理法第３条第４項による事業）
敢 換地処分完了地区
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換地処分減歩率
（％）

総事業費
（千円）

施行区域の
面積（㎡）事業年度地 区 名

昭和４８．３．３１９．９９３５３，１２０５０５，０６５昭和３５～昭和５４①脇 田 地 区
昭和５０．８．２７２４．３６８５６，４６５１，４５６，５６２昭和３５～昭和６０②紫 原 地 区
平成元．７．１７２１．５２１２１，２３５１９３，８０２昭和３８～平成６③谷山塩屋地区
平成元．８．２８２５．２３２６２，４３１２８１，４０８昭和４０～平成９④笹 貫 地 区
平成３．３．１５２２．５１６，８４２，１００６３７，４４１昭和４２～平成８⑤武・田上地区
平成４．５．１１２０．０６４，１２２，４０８６３８，１９０昭和４４～平成１０⑥桜 川 地 区
平成４．１．２７２０．７８２，４４７，８０９４２５，２８６昭和４５～平成１０⑦小 松 原 地 区
平成１１．２．５３８．６２９，７８２，１５４３２７，３０３昭和５８～平成１３⑧桜川第二地区



（ ）内は減価補償金による公共用地取得後の減歩率
柑 事業施行中の地区

① 吉野地区土地区画整理事業

本地区は，道路，公園等の公共施設が未整備のまま宅地化が進み，市街地の発展と
都市機能が阻害されている状況にある。
このため，都市計画道路館之馬場通線（幅員２５ｍ）ほか８路線と区画道路など公共

施設の整備改善を図るとともに，居住環境の良好な住宅地としての機能が発揮できる
ような土地利用を図るため，土地区画整理事業を行っている。
昭和６２年２月４日に区域について都市計画決定を行い，平成４年１０月２８日に事業計

画を決定した。平成２９年５月１５日には第６回目の事業計画の変更を行った。
総事業費 ６３，９１０，０００千円

土地の種目別対照表 （平成２９年５月１５日事業計画変更）
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換地処分減歩率
（％）

総事業費
（千円）

施行区域の
面積（㎡）事業年度地 区 名

平成１２．６．６１９．１７２８，２４４，８８２１，２７８，０１０昭和５３～平成１５⑨谷山第一地区
平成１５．２．２１２０．０５２２，３９４，５２７３６８，７２４昭和６３～平成１９⑩原良第一地区

（１８．４６）
平成２５．２．２６２１．７３２１，０３６，０００２０３，７８０平成７～平成２９⑪原良第二地区

（１７．８２）
平成２８．６．２８２７．９５４６，２００，０００８１６，８８３平成２～平成３４⑫宇宿中間地区
平成２９．１．１０１７．３０１９，２１８，０００１５５，７９９平成１１～平成３３⑬原良第三地区

国庫補助金 ２１，１４０，２７１千円 総面積 １，１４１，４１２㎡
市町村分担金 ２１，０３０，０００千円 事業年度
効果促進事業 ３５２，６００千円 平成４年度～平成３４年度内 訳
地方特定道路 ９，３１１，７００千円 ※清算期間含まず。
市単独費 １２，０７５，４２９千円 工事概成 平成３２年度予定

換地処分 平成３４年度予定

兼
献
献
牽
献
献
験 （ ）

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
０．１０１，１０８．６１０．１０１，１０８．６１道 路国有地

公

共

用

地

２４．１４２７５，６１２．９５９．３８１０７，１０３．４９道 路
所
有
地

地
方
公
共
団
体

３．０５３４，８０９．１９－－公 園
－－０．１３１，４８５．３０水 路

２７．１９３１０，４２２．１４９．５１１０８，５８８．７９計
２７．２９３１１，５３０．７５９．６１１０９，６９７．４０合 計

－－４２．２３４８２，０１０．０９畑民

有

地

宅

地

７２．１５８２３，５３０．８３３８．３７４３７，９７９．３７宅 地
－－０．０５５０７．００山 林
－－０．５８６，６１７．５１原 野

０．０６６４８．３８０．０６６５５．７４墓 地



② 谷山第二地区土地区画整理事業

本地区は，隣接する谷山第一地区土地区画整理事業の完了に伴う人口の増加や交通
量の増大にもかかわらず都市基盤の整備が遅れ，生活環境の改善が望まれている地域
であることから，居住環境の良好な住宅地を創出し，当該地区の秩序ある発展に寄与
するため，土地区画整理事業を行っている。御所下和田名線や惣福森山線等の都市計
画道路，木之下川を含む河川及び公園等の公共施設の整備を行うこととしている。
平成８年３月２９日に区域について都市計画決定を行い，平成９年８月１９日に事業計

画を決定した。平成２8年２月４日には第５回目の事業計画の変更を行った。
総事業費 ３２，480，０００千円

土地の種目別対照表 （平成28年２月４日事業計画変更）
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国庫補助金 ８，388，557千円 総面積 ７２８，７００㎡
市町村負担金 ８，891，２６０千円 事業年度
保留地処分金 １，８０７，３３８千円 平成９年度～平成32年度

内 訳 公共施設管理者負担金 １，８０７，５００千円 ※清算期間含まず。
河川管理者橋梁負担金 ８2，248千円 工事概成 平成２9年度予定
地方特定道路 ７，584，331千円 換地処分 平成32年度予定
市単独費 ３，９１8，766千円

兼
献
献
献
献
牽
献
献
献
献
験

（ ）

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
０．０６６４８．３８０．０６６５５．７４墓 地民

有

地

宅

地

－－０．３０３，４７５．００水 道 用 地
－－１．４２１６，２５０．１０公 衆 用 道 路
－－４．３３４９，４４４．４４雑 種 地

７２．２１８２４，１７９．２１８７．３４９９６，９３９．２５計
０．５０５，７０２．０００．６２７，０８８．５２普 通 財 産国有地

７２．７１８２９，８８１．２１８７．９６１，００４，０２７．７７合 計

－－２．４３２７，６８６．７９測 量 増 減
１００．００１，１４１，４１１．９６１００．００１，１４１，４１１．９６総 計

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
４．０６２９，５５４．０５４．２８３１，１４３．０２道 路

国
有
地公

共

用

地

０．９２６，７０７．２３０．６２４，５３７．００河 川
１．１８８，６２１．０９１．２６９，２１９．１４水 路
６．１６４４，８８２．３７６．１６４４，８９９．１６計
１７．８７１３０，２７７．９３３．１９２３，２８４．９４道 路

所
有
地

地
方
公
共
団
体

３．０３２２，０５１．０８０．１０７４１．２８公 園
－－０．１０６９８．５８水 路

２０．９０１５２，３２９．０１３．３９２４，７２４．８０計
２７．０６１９７，２１１．３８９．５５６９，６２３．９６合 計



③ 郡山中央土地区画整理事業

本地区は，道路，公園等の公共施設が未整備のまま宅地化が進み，居住環境と都市
機能が阻害されている状況にある。
このため，都市計画道路松尾城線（幅員１７ｍ）ほか４路線を含めた公共施設の整備

改善を図るとともに，居住環境の良好な住宅地としての機能を十分発揮できるような
土地利用を図るため，土地区画整理事業を行っている。
また，土地区画整理事業と併行して，地区内を流れる二級河川甲突川及び油須木川

の河川改修を行い，水害等の災害に強いまちづくりを行うこととしている。
平成７年４月３日に区域について都市計画決定を行い，平成８年３月２９日に事業計

画を決定した。平成２９年５月１５日には，第６回目の事業計画の変更を行った。
総事業費 １６，２１０，０００千円

土地の種目別対照表 （平成２９年５月１５日事業計画変更）

－２９３－

建

設
（
９
本
市
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
）

施 行 後施 行 前種 目 割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）

７１．２６５１９，２６８．９１

１５．９０１１５，８１９．０６田

民

有

地

宅

地

０．６８４，９２６．１２畑
３３．０８２４１，１６９．３７宅 地
０．４０２，８８１．３０山 林
０．０１１４．００原 野
０．６１４，４６４．７６公 衆 用 道 路
０．５２３，８０８．４７雑 種 地
０．０４２７３．５５鉄 道 用 地
５１．２４３７３，３５６．６３計
０．０７５０６．００国 有 地

公
有
地

３３．４２２４３，５４６．２６県 有 地
５．４５３９，７１５．０１市 有 地
３８．９４２８３，７６７．２７計

７１．２６５１９，２６８．９１９０．１８６５７，１２３．９０合 計

１．６８１２，２２０．００－－保 留 地
－－０．２７１，９５２．４３測 量 増 減

１００．００７２８，７００．２９１００．００７２８，７００．２９総 計

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
４．８５２２，４２６．８７５．８０２６，７９９．１８道 路

国
有
地

公
共
用
地

７．５１３４，７０８．３５５．１３２３，７３４．１１河 川
０．０６２６４．９８１．４６６，７６５．４０水 路
１２．４２５７，４００．２０１２．３９５７，２９８．６９計

国庫補助金 ３，６２８，７９７千円 総面積 ４６２，４５９㎡
市町村負担金 ３，０８８，７０５千円 事業年度
公共施設管理者負担金 ２，６６２，３１７千円 平成７年度～平成３４年度

内 訳
市単独費 ４，９９３，１８１千円 ※清算期間含まず。
地方特定道路 １，１４５，０００千円 工事概成 平成３２年度予定
保留地処分金 ６９２，０００千円 換地処分 平成３４年度予定

兼
献
献
献
献
牽
献
献
献
献
験

（ ）



④ 谷山駅周辺地区土地区画整理事業

本地区は，旧谷山市域の中心地としての役割を担ってきた地区であり，鹿児島市の
副都心核となる地区である。しかしながら，周辺新市街地が発展する反面，本地区で
は道路，駅前広場等のインフラが未整備であり，国道２２５号沿いや市道春日線沿いに
おける活力が低下している状況にある。
本事業は，ＪＲ指宿枕崎線の鉄道高架化事業と併せて幹線道路，駅前広場，公園の

整備と密集住宅地における生活環境の改善等の一体的なまちづくりを行い，副都心核
として魅力ある都市空間の形成や都市機能の集積を図ることを目的としている。
平成１８年７月７日に区域について都市計画決定を行い，平成２０年３月２１日に事業計

画を決定した。平成２８年１０月７日には，第２回目の事業計画の変更を行った。
総事業費 ２４，３７３，０００千円

－２９４－

建

設
（
９
本
市
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
）

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
１８．７８８６，８６０．２３４．８７２２，５４１．０６道 路

所
有
地

地
方
公
共
団
体

公
共
用
地

４．８３２２，３１０．３４－－公 園
－－－－河 川

２３．６１１０９，１７０．５７４．８７２２，５４１．０６計
３６．０３１６６，５７０．７７１７．２６７９，８３９．７５合 計

５９．９３２７７，１８８．４７

３２．０９１４８，３８７．４１田
民

有

地

宅

地

３．２９１５，２２２．００畑
２５．４６１１７，７３４．９９宅 地
０．２２１，０１０．４４公 衆 用 道 路
６．３７２９，４７６．２１雑 種 地
６７．４３３１１，８３１．０５計
０．４３１，９８７．９９国 有 地

公
有
地

０．１４６５６．９０県 有 地
１４．７４６８，１４３．５５市 有 地
１５．３１７０，７８８．４４計
８２．７４３８２，６１９．４９合 計

４．０４１８，７００．００－－保 留 地
－－－－測 量 増 減

１００．００４６２，４５９．２４１００．００４６２，４５９．２４総 計

国庫補助金 ８，４１１，９７９千円 総面積 １５３，４１３㎡
市町村負担金 ８，４０３，４７９千円 事業年度

内 訳 地方特定道路 １２，４００千円 平成１９年度～平成３１年度
市単独費 ７，５４３，２４２千円 ※清算期間含まず。
鉄道負担金 １，９００千円 工事概成 平成２９年度予定

換地処分 平成３１年度予定

兼
献
献
献
牽
献
献
献
験 （ ）



土地の種目別対照表 （平成２８年１０月７日事業計画変更）

⑤ 谷山第三地区土地区画整理事業

本地区は，道路，公園等の公共施設が未整備なまま市街化が進み，居住環境の悪化
や救急活動及び防災面の問題，また，県道小山田谷山線の朝夕の交通渋滞，歩行者の
安全確保等多くの課題が生じている。
このため，惣福御所下線や向川原惣福線等の都市計画道路や区画道路，公園，水路

等の公共施設を整備し，居住環境の良好な住宅地としての土地利用を図るため，土地
区画整理事業を行っている。
平成２０年９月２６日に区域について都市計画決定を行い，平成２３年１０月１４日に事業計

画を決定した。
総事業費 ２４，８００，０００千円

－２９５－

建

設
（
９
本
市
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
）

施 行 後施 行 前種 目 割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
４．４９６，８９３．１４１．４０２，１５０．２５道 路

国
有
地

公

共

用

地

１．８８２，８８０．９２１．８８２，８８０．９２河 川
０．０４５６．５３０．２４３６９．４７水 路
６．４１９，８３０．５９３．５２５，４００．６４計
３２．３９４９，６９２．４５１０．３３１５，８４８．７９道 路

所
有
地

地
方
公
共
団
体

３．０４４，６７０．１８－－公 園
－－－－河 川
－－０．２６４００．７２水 路

３５．４３５４，３６２．６３１０．５９１６，２４９．５１計
４１．８４６４，１９３．２２１４．１１２１，６５０．１５合 計

５８．１６８９，２１９．８３

０．９４１，４３９．００田

民

有

地

宅

地

４．６２７，０８０．８２畑
６４．１０９８，３３７．３７宅 地
０．１２１８４．００山 林

－－原 野
０．５６８６５．４９公 衆 用 道 路
０．２３３５７．７７雑 種 地
８．２３１２，６２３．７９鉄 道 用 地
７８．８０１２０，８８８．２４計
１．２２１，８７３．３０市 有 地

公
有
地

１．８６２，８５９．６１県 有 地
１．９６３，００２．８８開 発 公 社
５．０４７，７３５．７９計

５８．１６８９，２１９．８３８３．８４１２８，６２４．０３合 計
－－－－保 留 地
－－２．０５３，１３８．８７測 量 増 減

１００．００１５３，４１３．０５１００．００１５３，４１３．０５総 計

国庫補助金 ９，７３８，５００千円 総面積 ３４８，８１８㎡
市町村負担金 ９，７３８，５００千円 事業年度

内訳 保留地処分金 ４１５，５００千円 平成２３年度～平成３９年度
地方特定道路 １，３１２，０００千円 ※清算期間含まず。
市単独費 ３，５９５，５００千円 工事概成 平成３７年度予定

換地処分 平成３９年度予定

兼
献
献
献
牽
献
献
献
験 （ ）



土地の種目別対照表 （平成２３年１０月１４日事業計画決定）

１０ 清算（特別会計）
清算事務は，整理前後の土地を評価し，整理前の権利価格と整理後の換地評価額と

の差額を金銭により清算して事業の収束を図るものである。
本市の旧市街地全域に及んだ復興土地区画整理事業については，昭和３３年度に清算

特別会計を設定し，事務に着手した。その後，同特別会計に脇田，紫原，谷山塩屋，
笹貫，武・田上，小松原，桜川，桜川第二，谷山第一，原良第一，原良第二，宇宿中
間及び原良第三地区を加え，清算事務を行っている。

○ 徴収・交付実績
清算事務計画面積 １，７７２．６９（ｈａ）
清算事務実施面積 １，７７２．６９（ｈａ）

－２９６－

建

設
（
９
本
市
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
・
10
清
算
）

施 行 後施 行 前
種 目

割合（％）地 積（㎡）割合（％）地 積（㎡）
－－－－道 路

国
有
地公

共

用

地

１．８６６，４８８．７２１．８６６，４８８．７２河 川
－－－－公 園

１．８６６，４８８．７２１．８６６，４８８．７２計
２４．５８８５，７４３．１０９．１４３１，８６４．８７道 路

所
有
地

地
方
公
共
団
体

３．００１０，４６５．３００．０５１７２．００公 園
－－－－緑 地

１．８８６，５７０．３６１．１７４，０９７．２３水 路
２９．４６１０２，７７８．７６１０．３６３６，１３４．１０計
３１．３２１０９，２６７．４８１２．２２４２，６２２．８２合 計

６７．６０２３５，８００．８４

３．３８１１，７８５．８４田

民

有

地

宅

地

１０．２６３５，７８９．１１畑
６５．５６２２８，６９２．５９宅 地
０．０３９１．００山 林
０．１１３８４．００原 野
２．９９１０，４２９．８３雑 種 地
１．３２４，５９３．０４公 衆 用 道 路
０．１２４０４．００基 地
８３．７７２９２，１６９．４１計
０．０８２７９．００市 有 地

公
有
地

０．０７２４８．８０県 有 地
０．７５２，６３８．００国 有 地
０．９０３，１６５．８０計

６７．６０２３５，８００．８４８４．６７２９５，３３５．２１合 計

１．０８３，７５０．００－－保 留 地
－－３．１１１０，８６０．２９測 量 増 減

１００．００３４８，８１８．３２１００．００３４８，８１８．３２総 計



（単位：千円，％）

１１ 連続立体交差事業
敢 谷山地区連続立体交差事業

谷山地区では，地区内を南北に走るＪＲ指宿枕崎線により市街地が分断されてお
り，地域の一体的なまちづくりが困難な状況にあった。特に，東西を結ぶ幹線道路な
ど交通ネットワークを形成する上で，鉄道との平面交差が大きな障害となっており，
踏切による事故や交通渋滞など，都市活動やバランスのとれた都市の発展が阻害され
ていた。
そこで，谷山地区のまちづくりと併せ，ＪＲ指宿枕崎線の谷山駅付近から慈眼寺駅

付近までの約２．７灼の区間を連続して高架化し，当区間の踏切を除去するとともに，
高架下等の整備を進めることにより，東西の地域分断の解消と都市生活の安全性・快
適性の向上など，都市環境の改善を図ることとしている。
平成１８年７月７日に都市計画の決定，平成１９年１２月２５日に事業計画を決定し，平成

２２年３月６日に仮線一次切替，平成２５年６月８日に仮線二次切替を行い，計画区間の
全てにおいて高架本体工事に着手し，平成27年３月31日に事業計画の変更，平成28年３
月26日に高架切替を行った。また，高架化に伴って新たに生じる高架下空間の利用計
画を平成28年３月に策定した。

－２９７－
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平成２９
年度交
付見込

平成２８年度までの交付金
平成２９
年度徴
収見込

平成２８年度までの徴収金
面 積
（ｈａ）地 区 交付率

（％）実 績総 額徴収率
（％）実 績総 額

－１００．０１，２３６，１２０１，２３６，１２０－100．０１，３２９，７１０１，３２９，７１０１，０４３．８６復興地区

－１００．０４０，５７９４０，５７９－１００．０４５，３８６４５，３８６５０．５１脇 田

－１００．０５７，９２１５７，９２１－１００．０５９，５２１５９，５２１１４５．６６紫 原

－１００．０５５，８９２５５，８９２－１００．０１５，０８４１５，０８４19．38谷山塩屋

－１００．０８７，２９０８７，２９０－１００．０２４，４３９２４，４３９２８．１４笹 貫

－１００．０１３０，１２１１３０，１２１－１００．０１３２，１１０１３２，１１０６３．７４武・田上

－１００．０４７，５１９４７，５１９－１００．０４７，７０７４７，７０７４２．５３小 松 原

－１００．０６５，６８９６５，６８９－１００．０６５，９６２６５，９６２６３．８２桜 川

－１００．０８，５２５８，５２５－１００．０８，５２６８，５２６３２．７３桜川第二

－１００．０８５，６２２８５，６２２－１００．０８５，６３３８５，６３３１２７．８０谷山第一

－１００．０１２１，１１４１２１，１１４－１００．０１２１，３０６１２１，３０６３６．８７原良第一

15９９．９４３，576４３，５９１19９．９４３，591４３，５９２２０．３８原良第二

１０２，３１１－－－８５，０１８－－－８１．６９宇宿中間

３０，７１３－－－２６，７４５－－－１５．５８原良第三

１３３，０３９９９．９１，９７９，９６8１，９７９，９８３１１１，７６４９９．９１，９７８，975１，９７８，９７６１，７７２．６９計



・都市計画事業の種類 鹿児島都市計画 都市高速鉄道事業
・都市計画事業の名称 １号 九州旅客鉄道株式会社 指宿枕崎線
・事 業 区 間 工事区間：３，１４０ｍ，高架化区間：２，７２５ｍ
・事 業 認 可 期 間 平成１９年１２月２５日～平成３０年３月３１日
・総 事 業 費 概算１９，５００，０００千円
・除 却 踏 切 １５カ所（諏訪・試験場・伊作街道踏切など）
・幹 線 道 路 ５路線（御所下和田名線，惣福森山線など）
・施 工 方 式 仮線方式（永田川橋梁部は別線方式）

１２ 建築確認事務
敢 経 緯

昭和２５年５月に制定された建築基準法は，その後の社会情勢の変化，建築技術の進
歩等により実情にそぐわない点が生じてきたことなどから，昭和４５年６月に同法の一
部が改正された。これを受け，本市でも昭和４６年３月２５日付けで建築指導課を設置
し，特定行政庁として，それまで県が行っていた建築確認事務等を行うこととなっ
た。
その後，平成１０年６月１２日の同法の一部改正（平成１１年５月１日施行）により，そ

れまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認・検査業務が，新たに国土交通大臣又
は都道府県知事が指定した民間機関（指定確認検査機関）でも行えるようになった。
平成１８年６月２１日の同法の一部改正（平成１９年６月２０日施行）では，一定規模以上

の建築物について都道府県知事又は都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関
による構造計算審査や，３階建以上の共同住宅についての中間検査が義務付けられる
こととなった。
なお，本市では同法で定められているもの以外に，不特定多数の者が利用する施設

の安全を確保するため，３階建以上でかつ延べ面積が５００釈を超える劇場・病院・福
祉施設・学校等についても，条例により中間検査の対象としている。
柑 実 績

① 建築許可・確認申請等 （単位：件）

② 違反建築物取扱件数及び是正件数

建築パトロールにより違反工事の早期発見に努め，現場指導を実施するとともに，
違反建築物防止週間に，市民へのＰＲを行っている。建築工事に対する一般市民の関
心は高く，相談，通報等による現場調査が多くなっている。

－２９８－
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２８27２６２５２４区 分 年 度

１３８
（７）

１２９
（９）

１３０
（１２）

１６６
（１４）

１０７
（１２）

許 可 等 申 請
（ う ち 仮 使 用 認 定 申 請 ）

６４７
（７５）

1，035
（78）

１，５１３
（１５２）

１，６６３
（１３６）

１，５６１
（１１１）

建 築 物 等 確 認 申 請
（ う ち 計 画 通 知 ）

７８５1，16４１，６４３１，８２９１，６６８合 計



（平成２８年度 単位：件）

１３ 住 宅
本市の住宅状況は，平成２５年１０月１日現在の住宅土地統計調査によると，下表のと

おり住宅総数が世帯数（２６８，１４０世帯）を上回っており，戸数面では充足している。
住宅数 （単位：戸）

※標本調査による推計値であるため，表中の個々の数値の合計が必ずしも総数とは一致しない。
敢 市営住宅等

市営住宅は，市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するために，低額所得者等に
対して賃貸する住宅である。
本市では，良質な住宅ストックの形成を図るため，耐用年数や居住水準を考慮しな

がら昭和５７年度から建替を進めている。
また，平成１５年度から既存の市営住宅の有効活用を図るため，全面的改善（H２６完

了）や個別改善を行う市営住宅ストック総合改善事業に取り組んでいる。
これら市営住宅の整備にあたっては，バリアフリー対策の充実を図ることを基本と

し，世帯構成を考慮した住宅の供給など，少子高齢社会の進行を踏まえた対応を図っ
ている。
また，地域活性化の一助とするため，平成９年度からは，市街化調整区域の指定既

存集落で，既存集落活性化住宅建設事業に，平成２０年度からは，合併前の５町地域
で，地域活性化住宅の建設に取り組んでいる。これらの住宅は，地域内の小学校の児
童数確保のため，主に若い世帯を入居対象としているが，入居後相当年数が経過する
と，入居者に児童がいなくなり，事業の実効性が確保できなくなることから，平成２２
年度からは定期借家制度（期限付入居）を導入している。
平成２５年度からは，未就学児のいる子育て世帯の居住の安定確保等を図るため，子

－２９９－
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未 了処分又は
是正完了件 数違 反 の 内 容

０６６建 築 基 準 法 第 ６ 条 違 反
０00建 築 基 準 法 第２７条 違 反
０００建 築 基 準 法 第２０条 違 反
０００建 築 基 準 法 第４８条 違 反
０００建 築 基 準 法 第５２条 違 反

０００建 築 基 準 法 第８５条 違 反
第 ５ 項 違 反

０１０１０建 築 基 準 法 第８９条 違 反
０１６１６合 計

（確認表示板未掲示）

（ 確 認 申 請 手 続 ）
（防火構造・耐火構造等）
（構造耐力上の規定）
（用途地域内の建築制限）
（ 容 積 率 制 限 ）

（ 仮 設 許 可 ）

居住世帯なし
居住世帯あり住宅総数

計一時現在者のみ建築中空き家
４５，０１０１，４８０２１０４３，３２０２６７，１９０３１２，２００



育て仕様住戸や子育て支援住宅の整備を進めている。
さらに，優良な民間賃貸住宅等に対して一定の範囲で助成し，公的住宅として活用

する優良賃貸住宅供給促進事業を推進している。
① 戸 数（平成２９．４．１現在） （単位：戸）

（注）公営（公営住宅）…公営住宅法に基づき供給する住宅
特公賃（特定公共賃貸住宅）…特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に

基づき市が直接供給する住宅
改良（改良住宅）…住宅地区改良法に基づき供給する住宅
更新（更新住宅）…改良住宅等改善事業制度要綱に基づき供給する住宅
その他（その他住宅）…公営住宅，特定公共賃貸住宅，改良住宅及び更新住宅

以外の住宅
入居収入基準及び住宅使用料 （平成２９．４．１現在）

住宅使用料は毎年度，入居者の収入に基づき，近傍同種の住宅の家賃以下で算出する。
＝家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
（収入により異なる。） （各住戸で異なる。）
※裁量階層：入居者が身体障害者である場合など条例で定める者
② 建設実績・計画（平成２９．４．１現在） （単位：千円）

－３００－
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平成２９年度末
予 定
管 理 戸 数

平成２９年度建設計画戸数平成２８年度完成戸数

住宅種別 平成２９年度
着 工
（複数年）

平成２９年度
着 工
（単 年）

平成２８年度
着 工
（複数年）

用 途
廃 止
滅 失

平成２８年度

完 成

用 途
廃 止
滅 失

１０，６９９３３８３６１３０８７0公 営
１９００００００特 公 賃
１３７０００００0改 良
１８８００００００更 新
１１００００００そ の 他

１１，０５４３３８３６１３０８７０計

諸控除後月収 １５８，０００円以下 ※裁量階層は，２１４，０００円以下公 営 住 宅

諸控除後月収 １５８，００１円以上４８７，０００円以下
（ただし，５０歳未満の場合は１０４，００１円以上）特 公 賃 住 宅

諸控除後月収 １１４，０００円以下 ※裁量階層は，１３９，０００円以下改 良 住 宅

平成２９年度計画平 成 ２８ 年 度 実 績
区 分

事業費戸 数市 費交付金事業費戸 数

76７，７３０［３６］
４１７４８，３９８５１１，６３９１，２６０，０３７［８１］

４２公 営

８６，６１４［０］
０000［０］

０更 新

８５４，３４４［３６］
４１７４８，３９８５１１，６３９１，２６０，０３７［８１］

４２計

［ ］内は２７年度の着工分 ［ ］内は２８年度の着工分
下段は２８年度の着工分 下段は２９年度の着工分



③ ストック総合改善実績・計画（平成２９．４．１現在） （単位：千円）

［ ］内は２７年度の着工分 ［ ］内は２８年度の着工分
下段は２８年度の着工分 下段は２９年度の着工分

④ 構造別現況 （平成２９．４．１現在）

柑 市域内の住宅・団地等

① 住 宅（公的住宅） （平成２９．４．１現在）

② 宅地開発 （平成２９．４．１現在 ５ｈａ以上の団地）

１４ 建築物の維持保全
敢 公共建築物ストックマネジメント事業

・事業目的
既存公共建築物について，中長期の視点に立った計画的で効率的な維持保全を行

い，建築物の機能維持による市民サービスの確保，施設の長寿命化，維持管理コス
トの縮減と平準化を図る。

・事業内容
既存公共建築物の計画的で効率的な維持保全を図るため，建築物毎に劣化状況調

査を行い，保全計画の作成や更新を行うとともに，日常点検の推進や保全ニュース
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構 造 別 （戸）
戸 数種 別

高 耐中 耐低 耐簡 二簡 平木 造
１，3９０8，96６９６１６２８28９１０，７８５公 営 住 宅

０１５０００４１９特 公 賃 住 宅
５０８７００００１３７改 良 住 宅

１２７６１００００１８８更 新 住 宅
０００００１１１１そ の 他 住 宅

１，５６７９，１29９６１６２８３０４１１，１４０計

事業開始主な団地数分譲戸数賃貸戸数所 管 区 分
昭和２１年度７5０１１，１４０市 営 住 宅

２７〃２２０４，820県 営 住 宅
３８〃２５３，６４６１２２県 住 宅 供 給 公 社

122３，６４６１６，０８２合 計

計画戸数（戸）団地面積（ｈａ）団 地 数事 業 区 分
６４３３３．０８２市

公

営

１４，４５８４９４．７１８（旧）開 発 事 業 団
１１，３２４２７４．５０４（旧）市 住 宅 公 社
５，５１６１９９．２６４県 住 宅 供 給 公 社
３１，９４１１，００１．５５１８小 計
２１，４３２７３４．８５３２民 間 事 業 者
１０，２２５５３７．６３１２組 合 施 行 区 画 整 理 事 業
６３，５９８２，２７４．０３６２合 計

平成２９年度計画平成２８年度実績区 分 事業費戸 数市 費交付金事業費戸 数

７６２，２８３［0］
５0４００，５１４２６４，４９１６６５，００５［５０］

０公 営



の配信等による施設管理者等への維持保全に関する情報の提供を行う。
また，環境対策との連携を図るとともに，維持管理費の縮減を図るため，インハ

ウスエスコ（電力契約の見直しによる電気料金の縮減等）に取り組む。
・予算額 平成２９年度 ９，１０９千円

１５ 建築物の環境対策
敢 公共建築物省エネルギー推進事業

・事業目的

公共建築物の省エネルギー運転支援及び環境対策技術導入に取り組み，一層の省
エネルギー化を推進することにより，低炭素化を図る。

・事業内容

平成21年度から24年度に実施した公共建築物環境対策調査研究事業の成果を活用
し，設備機器の省エネルギー運転支援を行うとともに，ストックマネジメント事業
と連携して，費用対効果を勘案しながら，新築及び改修工事に環境対策技術を積極
的に取り入れる。
① 公共建築物における省エネルギー25％の取組

運転支援や環境対策技術導入により，平成22年度比で電気使用量２５％削減を目
指す。
平成2９年度対象施設：
技術導入後の効果検証・・・たてはば福祉館など３施設

② 公共建築物における省エネルギー50％の取組

環境対策技術導入により，平成２２年度比で電気使用量５０％削減を目指す。
平成2９年度対象施設：
技術導入後の効果検証・・・高齢者福祉センター伊敷・西部親子つどいの広場

③ 鹿児島大学との連携

公共建築物における省エネルギーの取組に関する評価，検証を行う。
④ 民間への情報提供

民間への普及を図るため，取組状況の情報提供を行う。
・予算額 平成2９年度 ３,３２０千円

１６ 土 木
敢 市域内道路現況（平成２9．４．１現在）
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砂利道
延長（㎞）

簡易舗装
二種（防塵）
延長（㎞）

未舗装
延長（㎞）

舗 装面 積
（㎡）

実 延 長
（㎞）種 目 延長舗装率

（％）
延 長
（㎞）

０．00０．00０．00１００．００１０0．13２，214，135１０0．13国 道
０．00０．00０．00１００．００２８５．24５，598，685２８５．24県 道
０．00０．00０．00１００．００１８５．96３，748，304１８５．96主要地方道内

訳 ０．00０．00０．00１００．００９９．28１，８５0，381９９．28一般地方道
20．439．50２９．９3９８．８7２，６14．４９20，443，844２，６44．42市 道
20．439．50２９．９3９９．０2２，９９9．８６２8，256，664３，０29．79計



柑 市 道

① 幅員別状況 （平成２9．４．１現在 単位：㎞）

② 舗装種類別状況 （平成２9．４．１現在 単位：㎞，％）

（注）ア 市道簡易舗装二種（防塵舗装）を含めた延長舗装率 ９９．２％
イ 市道路線総数 ８，３９３

（市街地区 ２，４６４ 吉野地区 ６４５ 伊敷地区 ８０１ 田上地区 ８８２
東桜島地区 ８６ 谷山地区 ２，２６７ 吉田地区 ２１２ 桜島地区 ２５４
喜入地区 ３７８ 郡山地区 １４８ 松元地区 ２５６）

③ 市道認定の条件

市道に認定する路線は，法令に定めがあるものを除き，次に掲げる要件のいずれ
かに該当するものとする。
ア 交通上重要な道路
イ 国道，県道又は市道のいずれかに連絡する道路
ウ 国道又は県道の路線変更等により本市に引き継がれる道路
エ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号），土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９
号），都市再開発法（昭和４４年法律第３８号），新住宅市街地開発法（昭和３８年法
律第１３４号）等の法令の規定に基づき設置された道路で，法令の規定により本
市に帰属されるもの

オ 国有財産で道路用地として本市が無償貸付けを受ける道路
カ 一般の通行に供している道路で，本市が無償で取得できるもの
キ 小学校区ごとに設置されたスクールゾーン委員会が指定する通学通園路又は
公共施設に連絡する道路

なお，市道認定路線の構造条件等，市道路線認定の申請手続等については，別に
定めている。

－３０３－
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未 改 良規 格 改 良 済

実延長
車道３．５ｍ
未 満

車道３．５ｍ
以 上

車道４．５ｍ
以 上

車道５．５ｍ
以 上

車道４．０ｍ
未 満

車道４．０ｍ
以 上

車道５．５ｍ
以 上

車道１３．０ｍ
以 上

車道１９．５ｍ
以 上

４１０．８６74．８３１４．１２１１．００４０３．８１９３７．８１７４２．３４39．5５10．1０２，６４４．４２

砂利道簡易二種
（防塵）延長舗装率

アスファルト系舗装
セメント系
舗 装実延長

簡易（一種）高級

２０．４３９．５０９８．８7２，40７．５０１１2．９２９4．0７２，６４４．４２



桓 道路側溝の改良状況 （各年４．１現在 単位：ｍ）

棺 道路新設改良状況 （各年４．１現在 単位：ｍ）

款 排水路（河川水路）新設改良状況（市管理河川水路）

（各年４．１現在 単位：ｍ）
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２８27２６２５２４年 度区 分

2，3853，519３，４５９３，９３９２，９４６市 街 地 区

1，0141，070１，４７１１，４１８６５０吉野・東桜島地区

1，3271，884１，７６３２，１５３２，５１６伊 敷 地 区

788867１，３１０１，７７６１，３８６田 上 宇 宿 地 区

613319６８４２，５２６３，４１７吉 田 地 区

1，6531，850１，４０３２，６０１１，４４８桜 島 地 区

1，4661，748２，２２１２，６１２１，１０５松 元 地 区

1，609978１，４２１１，４２４１，７７０郡 山 地 区

1，9902，170５，６９４５，１７０３，５０３谷 山 地 区

1，168923１，４５４１，９７２２，１４８喜 入 地 区

14，01315，328２０，８８０２５，５９１２０，８８９施 工 延 長

２８27２６２５２４年 度区 分

6111，550１，７３７２，５１８１，２３１市 街 地 区

377586８４８６８６９５０吉野・東桜島地区

605510１，０１２１，００９１，３０４伊 敷 地 区

405413１，１５７３，７６８９０７田 上 宇 宿 地 区

33447３７１１，７２２２，２６３吉 田 地 区

00２０８１５２０桜 島 地 区

576390４９２５９１４６４松 元 地 区

783703５０６１，６１０９８８郡 山 地 区

1，4542，472３，５５１３，６０８３，０１９谷 山 地 区

907879１，０８１１，４６８１，７６１喜 入 地 区

6，0527，550１０，９６３１７，１３２１２，８８７施 工 延 長

２８27２６２５２４年 度地区名

３６６433２４３５４３６４４市 街 地 区
１４０45１８６０２７９吉野・東桜島地区
０37１１１５４０伊 敷 地 区
０227２７７４４７３田 上 宇 宿 地 区

３２０232５６５４３９８０２谷 山 地 区
８２６974１，１１４１，５０４１，７６８合 計



歓 橋梁現況

（平成２９．４．１現在 単位：ｍ）

汗 国・県施行土木事業の負担金 （平成2８年度）
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計木 橋永 久 橋
地 区 別

延 長橋数延 長橋数延 長橋数
３，５８１．５１３１００３，５８１．５１３１市 街 地 区

３１９．６２７００３１９．６２７吉 野 地 区
９３．４６００９３．４６東 桜 島 地 区

１，２２３．４８１００１，２２３．４８１伊 敷 地 区
７８３．４４０００７８３．４４０田 上 地 区
６６５．８６４００６６５．８６４吉 田 地 区
３３７．２２９００３３７．２２９桜 島 地 区
８３８．５３５００８３８．５３５松 元 地 区
６２６．４４９００６２６．４４９郡 山 地 区

２，５１８．０１２７００２，５１８．０１２７谷 山 地 区
７３６．４９５００７３６．４９５喜 入 地 区

１１，７２３．６６８４００１１，７２３．６６８４合 計

市負担金
（千円）

負 担 割 合
事 業 名事業

区分 市県国
56，5630．905/102．715/106．38/10国 直 轄 港 湾 改 修 事 業

港
湾
関
係

32，5941．68/102．52/105．8/10
県 施 行 重 要 港 湾 改 修 事 業

14，5852．144/103．216/104．64/10

7221．68/102．52/105．8/10県 施 行 港 湾 環 境 整 備 事 業

44，3080．4/31．6/31/3
県施行港湾施設改良費統合補助事業

（施設の機能復旧のための事業）

16，0002/108/10－県施行鹿児島港長寿命化対策事業

１，９６５０．５/１０４．７５/１０４．７５/１０急傾斜地崩壊対策事業（公共大規模）

急
傾
斜
地
砂
防
関
係

０１/１０４．５/１０４．５/１０〃 （公共その他）
１５，１００１/１０４．５/１０４．５/１０〃 （一般大規模）

０１/１０５/１０４/１０〃 （一般その他）
２９，７２５２/１０４/１０４/１０〃 （ 〃 ）

０２/１０４/１０４/１０〃 （ 災害関連 ）
２，７５０１/１０９/１０－県 単 砂 防 事 業

０１/１０９/１０－県単道路整備事業（防塵舗装）道

路

関

係

０１/１０９/１０－〃 （改 良）
２１，３０００．５/１０９．５/１０－県施行地方特定道路整備事業（改良）

０１/１０２/１０７/１０県 施 行 街 路 事 業（社会資本整備総合交付金）



漢 広木駅自動車駐車場

収容台数 ３９台（うち障害者等用 ２台）
平成２１年３月１４日，ＪＲ広木駅前に道路の付属物として設置した自動車駐車場の

供用を開始し，併せて駐車料金の徴収に関する条例を制定した。
利用時間 全日
駐車料金 ６時間ごとに１００円（駐車開始から３０分までは無料）
平成２８年度使用料収入 25，２７５台（うち有料駐車１７，６５２台） ３，７３２，９００円

澗 路面・水路・側溝・宅地内降灰等の清掃作業状況 （平成２８年度実績）

潅 自転車等駐車場対策推進事業

平成８年３月に，自転車等の駐車対策に関する条例を制定し，同年１０月から歩道や
車道，駅前広場等の公共の場所に放置してある自転車や原動機付自転車の撤去を行っ
ている。
鹿児島中央駅周辺においては，平成８年に自転車等駐車場を整備するとともに，駅

周辺を自転車等放置禁止区域に指定している。
天文館を中心とする中央地区においては，平成１４年から年次的に７カ所の自転車等

駐車場の設置を行い，併せてその周辺を自転車等放置禁止区域に指定している。
撤去した自転車等については，撤去し保管した旨を公示するとともに，所有者を調

査し，返還に努めている。なお，返還する際には撤去保管料を徴収している。
公示の日から６カ月が経過し，所有権が本市に帰属した自転車については，公用車

として活用するほか，市民を対象とした「リサイクル自転車フェア」に出品し，自転
車等の放置の防止や，物を大切にする意識の啓発並びに資源としての有効活用を図っ
ている。
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搬出土量浚せつ土量
作 業 区 分 等

作 業 量区 分
市直営工事等補助事業市単独事業

逢
１，３７５－㎞

０
㎞

２，１７１
㎞

１４，３８９
㎞

1６，５６０機 械路

面 逢
０－㎡

０
㎡

０
㎡

０
㎡

０人 力

－逢
１，０２４

㎞
８

㎞
０

㎞
８

㎞
１６側 溝

－逢
０－－㎞

０
㎞

０公 共 下 水 道

逢
２，9２６－－－カ所

６，7７０
カ所

６，7７０宅 地 内 降 灰



① 市営自転車等駐車場

ア 有料市営自転車等駐車場

イ 無料市営自転車等駐車場

② 駐車料金等

ア 駐車料金

③ 撤去した自転車等の返還について

ア 自転車等放置禁止区域内で撤去されてから約１カ月以内の自転車等
祇 返還場所 鹿児島市自転車等一時保管所

（鹿児島市南林寺町３０番３ 電話 ２２６－０６３２）
義 返還日時 年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く毎日

午後１時～午後７時
イ ア以外の自転車等

祇 返還場所 鹿児島市自転車等保管所

－３０７－
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利 用 時 間利 用 方 法位 置名 称

午前６時～午後１２時一時利用・定期利用中央町３９番１市営鹿児島中央駅東口自転車等駐車場
武一丁目７番３市営鹿児島中央駅西口自転車等駐車場

全日

定期利用西田一丁目１番３３市営黒田踏切自転車等駐車場

一時利用・定期利用

東千石町３番４４市営東千石自転車等駐車場
山之口町１１番２市営山之口自転車等駐車場
山之口町３番２９市営二本松自転車等駐車場
西千石町１６番１１市営西千石自転車等駐車場
中町４番１０市営中町自転車等駐車場

一時利用東千石町１７番１７市営おつきや自転車等駐車場
呉服町２番６市営松山通自転車等駐車場

位 置名 称
南郡元町３３番２０市営南鹿児島駅自転車等駐車場
東谷山二丁目７６６番２市営谷山電停自転車等駐車場
谷山中央一丁目４０８７番６市営谷山駅自転車等駐車場
慈眼寺町１２８３番３市営慈眼寺駅自転車等駐車場
坂之上四丁目４７１９番２市営坂之上駅自転車等駐車場
喜入町７０７０番４０市営喜入駅自転車等駐車場
喜入生見町２７３９番１２市営生見駅自転車等駐車場
上谷口町１０４９番１市営薩摩松元駅自転車等駐車場
上谷口町１６５５番１２市営上伊集院駅自転車等駐車場
宇宿三丁目１２番８市営宇宿駅自転車等駐車場
田上町４７９２番２市営広木駅自転車等駐車場

駐 車 料 金
利 用 時 間利 用 区 分 原動機付自転車

大型自動二輪車
普通自動二輪車

自 転 車

１５０円１００円２４時間（１回）一 時 利 用
１，８００円１，２００円１月学 生

定期利用 ４，８６０円３，２４０円３月
２，２５０円１，５００円１月一 般 ６，０７０円４，０５０円３月



（鹿児島市田上八丁目２８番５号 電話 ２８２－７４８８）
義 返還日時 年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く毎日

午後１時～午後６時
ウ 撤去保管料 ア，イいずれも 自転車 １，５００円 原動機付自転車 ２，０００円

④ 自転車等の撤去・返還等及び自転車等駐車場の附置義務届出状況（平成２８年度）

（単位：台）

１７ 高速道路

－３０８－

建

設
（
16
土

木
・

16

17
高
速
道
路
）

本 人 返 還撤 去

左のうち盗難届分
原動機付
自 転 車自転車

放置禁止区域外自転車等駐車場内放置禁止区域内

原動機付
自 転 車自転車原動機付

自 転 車自転車原動機付
自 転 車自転車原動機付

自 転 車自転車

２９５５８８９８２４９６０１１４１３４４１，３７２

附 置 義 務
（ 件 ）

保 管リ サ イ ク ル

帰属後の保管台数６か月保管中の台数鉄くずとして処分大学へ譲与
（留学生）

公 用 車 等
として活用

バイク販売
商への売却

市 民 へ
の 売 却

完 了届 出原動機付
自 転 車自 転 車原動機付

自 転 車自 転 車原動機付
自 転 車自 転 車自 転 車自 転 車原動機付

自 転 車自 転 車

２５００５８２８９１，７５６４６９３４３１３

備 考延 長区 間道 路 名
・平成７年７月２７日全線開通
・平成１６年１２月１１日全線４車線化
（一部６車線）

約３４５㎞
北九州市～鹿児島市
〔県内〕約６７㎞

敢 九州縦貫自動車
道鹿児島線

・平成２年１１月整備計画決定
・昭和６３年１０月１９日開通
・平成１０年３月２６日開通
・平成１４年４月６日開通
・平成３年１２月整備計画決定
・平成１７年３月１３日開通
・平成１９年３月３日開通
・平成５年７月基本計画決定

・平成２７年３月７日開通
・平成２５年３月１０日開通
・平成27年４月整備計画決定
・平成５年７月基本計画決定
・平成２７年３月２９日開通
・平成27年12月19日開通
・平成2９年３月1１日開通
・平成３年１２月基本計画決定

約１４０㎞

２２．２㎞
（０．９㎞）
（１０．２㎞）
（１１．１㎞）

１３．８㎞
（７．３㎞）
（６．５㎞）
１０．２㎞

（６．７㎞）
（３．５㎞）
２2．4㎞
１４．９㎞

（4．2㎞）
（4．0㎞）
（２．８㎞）
２９．６㎞

八代市～鹿児島市
〔県内〕
敢 鹿児島道路（鹿児島ＩＣ～市来ＩＣ）
① 鹿児島ＩＣ～鹿児島西ＩＣ
② 鹿児島西ＩＣ～伊集院ＩＣ
③ 伊集院ＩＣ～市来ＩＣ

柑 川内道路（市来ＩＣ～薩摩川内都ＩＣ）
① 市来ＩＣ～串木野ＩＣ
② 串木野ＩＣ～薩摩川内都ＩＣ

桓 川内隈之城道路（薩摩川内都ＩＣ～薩
摩川内水引ＩＣ）
① 薩摩川内都IC～薩摩川内高江IC
② 薩摩川内高江ＩＣ～薩摩川内水引ＩＣ

棺 阿久根川内道路
款 出水阿久根道路（阿久根ＩＣ～出水ＩＣ）

① 阿久根IC～阿久根北IC
② 阿久根北IC～野田IC
③ 野田IC～高尾野北IC

歓 芦北出水道路（出水ＩＣ～熊本県芦北
ＩＣ）※うち（熊本県水俣ＩＣ～熊本県
芦北ＩＣ）（１３．３㎞）は平成９年２月整
備計画決定

柑 南九州西回り自
動車道

一般国道の
自動車専用
道路として
整備

兼
献
献
献
献
験

券
献
献
献
献
鹸



１８ 地籍調査
敢 概要及び効果

地籍調査は，国土調査法に基づき，毎筆の土地について，その所有者，地番及び
地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い，その結果を地図及び簿冊に作
成するものである。
その効果としては，土地境界を巡るトラブルの未然防止，登記手続の簡素化・費

用縮減，土地の有効利用の促進，公共事業の効率化・コスト縮減，公共物管理の適
正化，災害復旧の迅速化，課税の適正化・公平化等が挙げられる。

柑 本市の進捗状況（平成２９．４．１現在）

※ 国有林野，湖沼等は調査対象面積に含まれない。
※ 他事業整備とは，国土調査法第１９条第５項による指定（予定を含む。）及び法務局の登記所備付地図

作成等によるものである。

－３０９－

建

設
（
17
高
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道
路
・

17
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地
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調
査
）

備 考延 長区 間道 路 名

・九州縦貫自動車道と重複
・平成４年３月２５日開通
・平成１２年３月４日開通
・平成１４年３月２日開通
・平成２２年３月１４日開通
・平成２６年１２月２１日開通
・平成２４年４月整備計画変更決定
・平成３年１２月基本計画決定

約４３６㎞

２８．６㎞
７．３㎞
４．８㎞
２２．５㎞
１１．１㎞
１７．７㎞
１９．２㎞
１９．０㎞

北九州市～大分市～宮崎市～鹿児島市
〔県内〕
敢 鹿児島ＩＣ～加治木ＪＣＴ
柑 加治木ＪＣＴ～隼人東ＩＣ（隼人道路）
桓 隼人東ＩＣ～国分ＩＣ
棺 国分ＩＣ～末吉財部ＩＣ
款 末吉財部ＩＣ～曽於弥五郎ＩＣ
歓 曽於弥五郎ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ
汗 鹿屋串良ＪＣＴ～志布志市
漢 志布志市～串間市

桓 東九州自動車道

進捗率調査済面積
（他事業整備含む）調査対象面積

４8．２％２4７．５0錫５１２．６0錫鹿児島市



〈メ モ〉
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